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2018年４月20日 

各  位 

会 社 名 エスアールジータカミヤ株式会社  

代表者名 代表取締役会長兼社長 髙 宮 一 雅  

          （コード番号２４４５  東証第一部 ） 

問合せ先 

 

取締役兼常務執行役員 

経営管理本部長      安 田 秀 樹 
 

（TEL．06-6375-3918）  

 

 

商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ 
 

 

当社は、2018年４月20日開催の取締役会において、下記のとおり、商号の変更及び定款の一部変

更について、2018年６月27日開催の第50回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお

知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．商号の変更 

（１）変更の理由 

当社は、当社商号である「エスアールジータカミヤ」の「ＳＲＧ」を高品質かつ優れた安

全基準でレンタルすることを掲げ「Ｓｕｐｅｒ Ｒｅｎｔａｌ Ｇｒｏｕｐ」(スーパーレンタルグループ）

と定義し、あらゆる建設工事に必要な仮設機材をレンタル中心に提供してまいりました。 

2010年３月期より、製造会社を連結子会社とし、その後、販売事業の拡大と共に「業界

の質的発展を牽引する企業グループとなる」ことを経営ビジョンに掲げ、安全性、施工性

かつ物流効率にも優れた新しい基準の次世代足場「Ｉｑシステム」を開発し、提供してまい

りました。その過程において、販売関連事業を拡大、開発部門、製造部門を企業内に有す

るなど、当社の業容、業態は大きく変化し、さらに海外や農業分野においても大きく成長

を目指すため、「レンタル」だけではない企業へと成長してまいりました。2019年６月に

当社は設立50周年を迎え、これを機に商号を変更することといたしました。 

 

（２）新商号  株式会社タカミヤ（英文：Ｔａｋａｍｉｙａ Ｃｏ.,Ｌｔｄ.） 

 

（３）変更予定日 2019年４月１日 

 

２．定款の一部変更 

（１）定款変更の理由 

「１．商号の変更」に記載のとおり、現行定款第１条（商号）の変更を行うものであり

ます。 
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（２）定款変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

１．商号 

当会社は、エスアールージータカミヤ株式

会社と称し、英文では、ＳＲＧ ＴＡＫＡＭＩＹ

Ａ ＣＯ.,ＬＴＤ.と表示する。 

 

２～47 （条文省略） 

 

（新設） 

 

 

 

１．商号 

当会社は、株式会社タカミヤと称し、英文

では、Ｔａｋａｍｉｙａ Ｃｏ.,Ｌｔｄ.と表示する。 

 

 

２～47 （条文省略） 

 

附則 

１．商号の変更は、2019年４月１日をもって

効力が生じるものとする。なお、本附則は効

力発生日の経過後、これを削除する。 

 

（３）日程 

定款変更のための株主総会開催日 2018年６月27日（予定） 

定款変更の効力発生日  2019年４月１日（予定） 

以上 


